
 

黒石市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

 

令和４年３月３０日 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行    

 

黒石市教育委員会規則第５号 

 

黒石市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

黒石市立公民館条例施行規則（平成１８年黒石市教育委員会規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「による」を「により定める」に改める。 

 第３条第１項中「社会教育課長と協議し」を削る。 

 第８条第１項第１号中「主催」を「主催し、」に改め、同項第３号中「育成、

指導している」を「育成し、又は指導している」に改める。 

 第１０条第３項中「掲げる」を「定める」に改める。 

第１１条中「（追子野木公民館を除く。）」を削り、「場合」を「場合は」に

改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


